
 

一 

 
 

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
行
政
事
務
を

処
理
す
る
者
が
、
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
の
有
す
る
特
定
の
個
人
及
び
法

人
そ
の
他
の
団
体
を
識
別
す
る
機
能
を
活
用
し
、
並
び
に
当
該
機
能
に
よ
っ

て
異
な
る
分
野
に
属
す
る
情
報
を
照
合
し
て
こ
れ
ら
が
同
一
の
者
に
係
る
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
整
備
さ
れ
た

情
報
シ
ス
テ
ム
を
運
用
し
て
、
効
率
的
な
情
報
の
管
理
及
び
利
用
並
び
に
他

の
行
政
事
務
を
処
理
す
る
者
と
の
間
に
お
け
る
迅
速
な
情
報
の
授
受
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
よ
り
、
行
政
運
営
の
効
率

化
及
び
行
政
分
野
に
お
け
る
よ
り
公
正
な
給
付
と
負
担
の
確
保
を
図
り
、
か

つ
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
行
い
、
又
は
こ
れ

ら
の
者
か
ら
便
益
の
提
供
を
受
け
る
国
民
が
、
手
続
の
簡
素
化
に
よ
る
負
担

の
軽
減
、
本
人
確
認
の
簡
易
な
手
段
そ
の
他
の
利
便
性
の
向
上
を
得
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
ほ
か
、
個
人
番
号
そ
の
他
の
特

定
個
人
情
報
の
取
扱
い
が
安
全
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
行
政
機
関
の
保

有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八

号
）
、
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
行
政
事
務
を

処
理
す
る
者
が
、
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
の
有
す
る
特
定
の
個
人
及
び
法

人
そ
の
他
の
団
体
を
識
別
す
る
機
能
を
活
用
し
、
並
び
に
当
該
機
能
に
よ
っ

て
異
な
る
分
野
に
属
す
る
情
報
を
照
合
し
て
こ
れ
ら
が
同
一
の
者
に
係
る
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
整
備
さ
れ
た

情
報
シ
ス
テ
ム
を
運
用
し
て
、
効
率
的
な
情
報
の
管
理
及
び
利
用
並
び
に
他

の
行
政
事
務
を
処
理
す
る
者
と
の
間
に
お
け
る
迅
速
な
情
報
の
授
受
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
に
対

し
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
行
い
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
便
益
の
提

供
を
受
け
る
国
民
が
、
手
続
の
簡
素
化
に
よ
る
負
担
の
軽
減
、
本
人
確
認
の

簡
易
な
手
段
そ
の
他
の
利
便
性
の
向
上
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項
を
定
め
る
ほ
か
、
個
人
番
号
そ
の
他
の
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い

が
安
全
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
、
独
立
行
政
法
人
等
の

保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九

号
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七

号
）
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



  

二 

成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
の
利
用
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

行
政
事
務
の
処
理
に
お
い
て
、
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
関
す

る
情
報
の
管
理
を
一
層
効
率
化
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
対
象
と
な

る
者
を
特
定
す
る
簡
易
な
手
続
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
利
便

性
の
向
上
及
び
行
政
運
営
の
効
率
化
に
資
す
る
こ
と
。 

 

二
～
四 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

  

（
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
制
限
） 

第
十
九
条 

何
人
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特

定
個
人
情
報
の
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一
～
七 

（
略
） 

 

八 

国
税
庁
長
官
が
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
市
町
村
長
に
又
は
都
道
府
県

知
事
若
し
く
は
市
町
村
長
が
国
税
庁
長
官
若
し
く
は
他
の
都
道
府
県
知
事

若
し
く
は
市
町
村
長
に
、
地
方
税
法
第
四
十
六
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五

項
、
第
四
十
八
条
第
七
項
、
第
七
十
二
条
の
五
十
八
、
第
三
百
十
七
条
又

は
第
三
百
二
十
五
条
の
規
定
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
同
法
又
は
国
税
（
国

  

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
の
利
用
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

行
政
事
務
の
処
理
に
お
い
て
、
個
人
又
は
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
関
す

る
情
報
の
管
理
を
一
層
効
率
化
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
対
象
と
な

る
者
を
特
定
す
る
簡
易
な
手
続
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
運
営
の

効
率
化
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
の
利
便
性
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
。 

 

二
～
四 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

  

（
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
制
限
） 

第
十
九
条 

何
人
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特

定
個
人
情
報
の
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一
～
七 

（
略
） 

 
八 

国
税
庁
長
官
が
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
市
町
村
長
に
又
は
都
道
府
県

知
事
若
し
く
は
市
町
村
長
が
国
税
庁
長
官
若
し
く
は
他
の
都
道
府
県
知
事

若
し
く
は
市
町
村
長
に
、
地
方
税
法
第
四
十
六
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五

項
、
第
四
十
八
条
第
七
項
、
第
七
十
二
条
の
五
十
八
、
第
三
百
十
七
条
又

は
第
三
百
二
十
五
条
の
規
定
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
同
法
の
規
定
に
よ
り



 

三 

税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定

す
る
国
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
国
税
又

は
地
方
税
に
関
す
る
特
定
個
人
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

特
定
個
人
情
報
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
政
令
で

定
め
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き
。 

 

九
～
十
四 

（
略
） 

  
 

 

附 

則 

 

（
検
討
等
） 

第
六
条 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

７ 

政
府
は
、
給
付
付
き
税
額
控
除
（
給
付
と
税
額
控
除
を
適
切
に
組
み
合
わ

せ
て
行
う
仕
組
み
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
）
の
施
策
の
導
入
を

検
討
す
る
場
合
に
は
、
当
該
施
策
に
関
す
る
事
務
が
的
確
に
実
施
さ
れ
る
よ

う
、
国
の
税
務
官
署
が
保
有
し
な
い
個
人
所
得
課
税
に
関
す
る
情
報
に
関
し
、

個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
制
度
を
活
用
し
て
当
該
事
務
を
実
施
す
る
た
め

に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。 

８ 

（
略
） 

 

国
税
（
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
条
第
一

号
に
規
定
す
る
国
税
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
地
方
税
に
関
す
る
特
定

個
人
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
個
人
情
報
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
政
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
て
い

る
と
き
。 

 

九
～
十
四 

（
略
） 

  
 

 

附 

則 

 

（
検
討
等
） 

第
六
条 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

（
新
設
） 

     
７ 
（
略
） 

 

 
 

 


